
  

芦教委第４号議案 
 
 
 
      令和８年度芦屋市教育研究部会研究員の委嘱について 
 
   
  芦屋市立打出教育文化センター研究員を別紙のとおり委嘱又は任命する。 
 
 
      令和８年５月７日提出 
 
 
 
                                      芦屋市教育長  野 村  大 祐    
 
 
 
 
提案理由 
 
  芦屋市立打出教育文化センター研究員の任期満了のため、次期研究員を委嘱しよう

とするもの。 
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１ 委嘱する研究員 別紙のとおり 
 
２ 任  期    令和８年５月１３日から令和９年３月３１日まで 
 
３ 根拠法令    芦屋市立打出教育文化センター条例施行規則第３条 
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１．芦屋市小学校音楽教育研究会 

 

(1)研究テーマ 

主体的に思いや意図をもって表現できる児童生徒の育成をめざして 

(2) 「芦屋市小学校音楽教育研究会」研究理由 

これまで２年間にわたり、小中学校共同で音楽教育について学ぶ活動を積極的に進めてきた。正直、様々な理

由でまだ十分な連携の実現には至っていない。そこで、研究の３年目を迎えるにあたっては、今一度「小学校６年

間の音楽教育」について見直し、芦屋市の教育指針重点目標にある「確かな学力」の(1)-ウは勿論のこと、「豊か

な心の育成」にも繋がるような研究活動をより丁寧に進めていきたい。そして、そこから得た新たな成果や課題を

もとに、改めて小中で連携した音楽教育の研究活動について考えてみたい。 

(3) 「芦屋市小学校音楽教育研究会」研究内容 

①授業研究 

小学校では、昨年度からの２年にわたり新たな選定教科書へと移行を終えた。これまでは、主に個々で授業研

究を進めていたが、今年度は授業研究の方法も見直し、児童生徒がより確かな学力を身につけられるよう共同し

た授業研究を進めていく。小学校における音楽教育の様々な領域や題材を全体で研究し、丁寧な意見交流を重ね

て全体の学びへと繋げる。 

②研修会の開催 

 日々の授業の工夫改善、より効果的な指導をめざすことが目の前の児童生徒の確かな学力に繋がると考える。

よって、音楽指導の様々な領域に応じて精通した講師を招聘し、私たち指導者の力量を高めることを目的とした

研修会を積極的に実施する。 

(4)研究計画 

4 月中 

１学期中 

２学期中 

３学期中 

時期未定 

３月中 

年間計画の作成・研究の進め方の確認・研修会の内容検討を検討する会を実施 

講師を招聘して研修会の実施① 

講師を招聘して研修会の実施② 

講師を招聘して研修会の実施③ 

公開授業の参観と事前研究会、事後研究会の実施 

今年度の研究活動のふりかえりをする会を実施 

(5)研究の成果物として提出するもの 

・公開授業の指導案     ・研修会の資料及び、実践レポート  など 
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２．あすかふぇ 

 

(1)研究テーマ 

生き生きと学び合う子どもの育成 

(2) 「あすかふぇ」研究理由 

学校生活の中で一番多くの時間を過ごしている授業について、研究を深めていく。若手教員として、日々の授業

について、校内の中堅教員やベテラン教員、時には専門家（大学教授等）の授業観を聴き合うことで、授業づくりの

ヒントを得たい。また、日々の授業での子どもの学びを深めていきたいと考えている。授業を支える学級経営につ

いても話題とし、月 1 回を目途に教材を読み合い交流を通して、学び合いを進めていきたい。明日にいかせる学び

をみんなで積み重ねていきたい。 

(3) 「あすかふぇ」研究内容 

子どもたちの学びを充実させるためにも、学級の雰囲気を温かいものにしていくことが大前提である。年間を

通した学級経営の在り方を交流し、見通しをもって子どもたちを育てていく手だてを学びあっていきたい。明日に

いかせる学びをみんなで積み重ねていきたい。その上で、授業研究を進めていく。 

(4)研究計画 

4 月 

5 月 

7 月 

8 月 

9～1 月 

1 月 

1 年間を見通した学級経営について（学級開きについて） 

1 学期の学級経営について（校内の中堅・ベテラン教員との対話） 

1 学期の振り返り 

2 学期の学級経営について（校内の中堅・ベテラン教員との対話） 

一授業による、研究会（講師招聘） 

1 年間のまとめ 

(5)研究の成果物として提出するもの 

・公開授業の指導案     ・研修会の資料及び、実践レポート  など 

- 4 -



- 5 -



 



- 6 -



- 7 -



- 8 -



- 9 -



芦屋市教育研究部会運営要領 
 

 
（総則） 
第１条 本会は、芦屋市教育研究部会と称する。 
（目的） 
第２条 本会は、各教科等に関する今日的課題などの研究を行い、芦屋市の教育振興に寄与する

ことを目的とする。 
（所掌事務） 
第３条 本会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。 
(1) 教育振興に寄与する調査研究に関すること 
(2) 教育視察、見学等に関すること 
(3) 教育成果の発表に関すること 
(4) 教育資料の収集、整理に関すること 
(5) その他本会の目的の達成に必要な事項に関すること 

（組織） 
第４条  
(1) 本会は、芦屋市立打出教育文化センター所長を代表とし、芦屋市立幼稚園・小学校・中学校 

教職員による研究員をもって組織する。 
 (2) 各研究部会には、担当指導主事を置くことができる。 
（任期） 
第５条 研究員の任期は、委嘱又は任命された日から翌年３月３１日とする。ただし、再任を妨

げない。 
（会議） 
第６条 本会は、全体会、研究報告会、研究部会を行い、各研究部会は原則として年間５回以上

開催するものとする。 
（部の構成） 
第７条 本会は、第２条の目的を遂行するために必要となる研究部会を置く。 
（研究部長の選出） 
第８条 各部会の研究部長は、全体会において選出する。 
（経費について） 
第９条 部会の運営に係る経費について、打出教育文化センターが執行する。 
 
  附則 
この要領は、平成２年１２月１７日から施行する。 
この要領は、令和７年５月９日に改訂する。 
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